
県内では令和５年１月末現在で、交通死亡事故が 11 件発生しており、そのうち約７割

の８件(72.7％)が夜間に発生しています。 

また、夜間に発生した交通死亡事故のうち、約６割の５件は人対車両の事故です。こ

のうち３件は、車両がハイビームを活用したり、歩行者が反射材を着用していたりすれ

ば事故を回避できた可能性があります。 

運転する際は早めにヘッドライトを点灯し、対向車や先行車がいなければ上向きに切

り替えましょう。 
早朝や夜間に徒歩や自転車で出かける際は、反射材を積極的に活用しましょう。 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

令 和 ５ 年 ２ 月 

茨城県警察本部交通総務課 

No．６ 

 
   ライト切り替えによる交通事故防止（令和５年１月末） 

 

 

※水戸の日没時間(国立天文台資料)を参考に設定 

  


